
入  札  公  告 
 

次のとおり一般競争入札の手続きを開始します。 

 

 令和８年１月２９日 

公益財団法人 愛知県文化振興事業団 

 理事長 水 野 直 樹 

１ 調達内容  

(1) 調達案件の名称  愛知芸術文化センター構内電話交換設備保守点検業務 

(2) 調達案件の仕様等 「入札説明書」で示す仕様等とします。 

(3) 履行期間      令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(4) 履行場所      愛知芸術文化センター（名古屋市東区東桜一丁目１３番２号） 

２ 競争入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

(2) 参加表明書提出の日から対象業務の落札の決定までの間、「愛知県が行う事務及び事

業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県

警察本部長締結）１（１）アに規定する調達契約からの排除措置を受けていないこと。 

(3) 愛知県会計局の令和６・７年度入札参加資格者名簿（物品等）大分類「03．役務の提

供等」、中分類｢01.建物等各種施設管理｣、小分類「03.通信設備保守点検」、細分類「01.

電話交換機」に登録されている者であること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づき更生手続開始の申

立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定

に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) この募集要領公表日から受託候補者選定日までの期間において、愛知県が発注する物

品の製造・販売、物品の買受け、役務の提供に係る指名停止の措置を受けていないこと。 

(6) 製造会社の技術協力及び修理部品等の供給ができるものであること。 

３ 入札手続等 

(1)問い合わせ先 

公益財団法人 愛知県文化振興事業団 総務部 経理・施設グループ 

〒４６１－８５２５ 名古屋市東区東桜一丁目１３番２号 

電話（０５２）９５５―５５１４ 

 

 



(2)入札説明書の配布期間及び場所 

ア 配布期間 

  令和８年１月２９日（木）から令和８年２月５日（木）（土曜日、日曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という）を除く。）までの午前１０時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く）。 

イ 配布場所 

上記（１）に同じ。 

(3)参加表明書を提出できる者の範囲 

参加表明書を提出する時において、上記２に掲げる入札参加資格を有する者とする。 

(4)参加表明書の提出、場所及び方法 

ア 提出期間 

  令和８年１月２９日（木）から令和８年２月５日（木）（土曜日、日曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という）を除く。）までの午前１０時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く）。 

イ 提出場所 

上記（１）に同じ。 

ウ 提出方法 

持参及び、「特定記録」などの配達記録が残る手段による郵送により提出するもの

とし、電送によるものは受付けない。 

(5)業務内容に関する質問 

ア 質問の受付期間及び受付方法 

  令和８年１月２９日（木）から令和８年２月５日（木）午後５時まで受け付ける。

なお、電子メール（様式任意）により提出することとし、持参・電話・ＦＡＸでの

質問は受け付けない。 

イ 質問の回答日 

令和８年２月１０日（火）に愛知芸術文化センターホームページに掲載する。 

詳細は、入札説明書による。 

ウ その他 

質問受付期間以外は、質問を受け付けない。 

 (6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

ア 入札及び開札の日時 

令和８年２月１３日（金）午後２時００分 



イ 入札及び開札の場所 

愛知芸術文化センター ７階 第３会議室 

〒４６１－８５２５ 名古屋市東区東桜一丁目１３番２号 

ウ 提出方法 

持参によるものとし、郵送及び電送によるものは受け付けない。 

４ その他 

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

(2) 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、公益財団法人 愛知県文化振興事業団会計処理規程及

び、愛知県財務規則第１５２条の２の規定により、見積金額の 100分の 5以上の金額の

入札保証金（愛知県規則第１５２条の４に定める入札保証金に代わる担保を含む。）を

開札期日までに納めなければなりません。 

  ただし、公益財団法人 愛知県文化振興事業団会計処理規程及び、愛知県財務規則

第１５２条の３の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りで

はありません。 

(3) 契約保証金 

公益財団法人 愛知県文化振興事業団会計処理規程及び、愛知県財務規則第１２９条

の２の規定により、契約金額の 100 分の 10 以上の金額の契約保証金を契約締結期日ま

でに納めなければなりません。 

ただし、公益財団法人 愛知県文化振興事業団会計処理規程及び、愛知県財務規則第

１２９条の３の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではあ

りません。 

(4) 入札の無効 

公益財団法人 愛知県文化振興事業団会計処理規程及び、愛知県財務規則第１５２条

（入札の無効）の規定に該当する入札は、無効とします。 

(5) 契約書作成の要否 

要 

(6) 落札者の決定方法 

公益財団法人 愛知県文化振興事業団会計処理規程及び、財務規則第１５３条第 1項

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 最低価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。 

(7) 調達の条件 

本公告は、公益財団法人 愛知県文化振興事業団理事会における予算の成立を条件と



するものです。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書によります。 


